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 日本郵便（株）信越支社 経営管理部は、本日（９月２日）「郵便局窓口におけるプ

レミアム付商品券の受託販売」について地方本部に説明してきました。 

 本件は、２０１９年１０月に消費税が１０％に引き上げられることに伴い、全国の

地方公共団体でプレミアム付商品券（以下、「商品券」という）を販売することから、

地方公共団体等から販売委託を受けて、郵便局窓口において受託販売を行うものです。 

 

 １．郵便局での取扱等【支社資料①参照】 

  （１）販売場所及び販売時間 

     販売場所は、郵便局における郵便窓口（ゆうゆう窓口は除く）。販売時間は、

当該窓口営業時間。 

  （２）郵便局での取扱 

    ① 商品券の受入、在庫確認 

    ② お客さま来局時の引換券の確認（本人確認） 

    ③ 商品券の販売（郵便窓口端末への入力） 

    ④ 売上の送金（ゆうちょ銀行口座あて） 

    ⑤ 販売期間終了後の在庫返納（使用済み引換券の返送を含む） 

  （３）郵便局における販売手数料（全国一律） 

      ９月３０日以前：一冊５８円（税込） 

     １０月 １日以降：一冊５９円（税込） 

 

 ２．販売郵便局及び販売期間等 

   販売郵便局５２局（８月２９日現在）【支社資料②参照】 

 

 地方本部は、本件に関する職場周知は既に終了し、事前研修も終了した後に地方本

部への情報提供があったことに対して、経過も含め支社に強く申し入れをしました。 

支社は、「本受託販売については、本年６月後半から各地方公共団体と契約締結折衝

等を行ってきたもの。組合説明が遅れた理由については、地方公共団体との調整に時

間を要したこと、また、初めて取扱う郵便局も増えたことから、研修等の実施方法に

ついて再検討が必要となり、その対応に時間を要した。」としながらも、組合説明が遅

くなったことへの謝罪と再発防止に最善を尽くしていくとしたことから、本件の説明

を受けることとしました。 
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また以下の点についても申し入れ、確認をしました。 

 

 （１）本件については、政府が全国的な取り組みを展開する施策であり、各地方公

共団体から受託販売に関して申し出がある市町村もあり、一定の理解はするも

のの、現在職場において、「かんぽのお客さま信頼回復に向けた全契約調査等」

で対応している中、業務煩瑣になることが想定される。支社としての対応策は。 

   【【【【支社支社支社支社】】】】かんぽのかんぽのかんぽのかんぽの全契約調査全契約調査全契約調査全契約調査にににに関関関関するおするおするおするお客客客客さまさまさまさま対応対応対応対応でででで、、、、職場職場職場職場におけるにおけるにおけるにおける業務煩瑣業務煩瑣業務煩瑣業務煩瑣

がががが想定想定想定想定されることはされることはされることはされることは理解理解理解理解をしているをしているをしているをしている。。。。当然当然当然当然としてとしてとしてとして取扱取扱取扱取扱郵便郵便郵便郵便局局局局とととと連携連携連携連携しなしなしなしな

がらがらがらがら、、、、近隣局近隣局近隣局近隣局へへへへ誘導誘導誘導誘導するするするする――――――――等等等等、、、、職場職場職場職場でででで混乱混乱混乱混乱がががが発生発生発生発生しないようにしないようにしないようにしないように対応対応対応対応しししし

ていくていくていくていく。。。。またまたまたまた、、、、今後今後今後今後もももも販売受託契約販売受託契約販売受託契約販売受託契約をををを締結締結締結締結するするするする地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体等等等等もあるこもあるこもあるこもあるこ

とからとからとからとから、、、、９９９９月販売開始月販売開始月販売開始月販売開始のののの郵便局郵便局郵便局郵便局とととと連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら具体的対応策具体的対応策具体的対応策具体的対応策をををを策定策定策定策定しししし、、、、

改改改改めてめてめてめて情報提供情報提供情報提供情報提供ししししていくていくていくていく。。。。    

 

 （２）本件の販売方法や推進管理については。 

            【【【【支社支社支社支社】】】】販売方法販売方法販売方法販売方法はははは自然体自然体自然体自然体でででで行行行行うううう。。。。またまたまたまた、、、、個人指標設定個人指標設定個人指標設定個人指標設定やややや推進管理推進管理推進管理推進管理についてもについてもについてもについても

行行行行なわないなわないなわないなわない。。。。    

 

 （３）今後の販売開始になる郵便局はどのくらいあるのか。また、本販売受託契約

終了後は、随時速やかな情報提供を求める。 

            【【【【支社支社支社支社】】】】本本本本販売受託契約折衝販売受託契約折衝販売受託契約折衝販売受託契約折衝のののの地方公共団体地方公共団体地方公共団体地方公共団体はははは５１５１５１５１市町村市町村市町村市町村。。。。今回今回今回今回、、、、販売受託契販売受託契販売受託契販売受託契

約約約約をををを締結締結締結締結したしたしたした市町村市町村市町村市町村はははは１１１１１１１１市町村市町村市町村市町村・・・・取扱郵便局取扱郵便局取扱郵便局取扱郵便局はははは５２５２５２５２局局局局。。。。残残残残りりりり４０４０４０４０市町市町市町市町

村村村村についてはについてはについてはについては、、、、９９９９月中月中月中月中にににに本受託契約本受託契約本受託契約本受託契約をををを締結予定締結予定締結予定締結予定。。。。取扱郵便局取扱郵便局取扱郵便局取扱郵便局はははは５８３５８３５８３５８３局局局局

をををを予定予定予定予定しているしているしているしている。。。。締結終了後締結終了後締結終了後締結終了後、、、、随時速随時速随時速随時速やかにやかにやかにやかに地方本部地方本部地方本部地方本部にににに情報提供情報提供情報提供情報提供していしていしていしてい

くくくく。。。。    

 

【労使対応】情報提供 
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